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本報告のポイント

 2023年は、CCS導入に向けた政策的な取り組みが一気に加速した1年であっ
た。2024年は、CCS事業の枠組みを定めるCCS事業法（仮称）の制定や今
年選定された先進的CCSプロジェクトの事業化調査の進展が期待される。

 CCSの事業化には、初期投資（CAPEX）及び操業費（OPEX）を支える政
策的な支援が不可欠。CCSで先行する諸外国では、双方の費用に対する支援
策が用意されており、2024年には、同様の制度導入に向けた国内の制度設計
に関する議論が深められる見通しである。

 カーボンリサイクル (CR) は、CO2を資源ととらえて有効利用を図る斬新な発想に
基づく脱炭素化技術であり、2023年はそのロードマップが改正された。2024年
は、さらなるコスト削減に向けた技術開発への支援を進めるとともに、商用化を視
野に入れた産業間連携のモデルケースの検討を深めるべきである。
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CCUSの意義

 CCUSの意義：気候変動の主要因たるCO2を回収し、再利用もしくは地下貯蔵することで、
ゼロエミッション化が難しいエネルギー需要部門の脱炭素化が可能。

 CCUの中でも、回収したCO2を炭素資源と捉え、多様な炭素化合物として再利用する技術を
カーボンリサイクル (CR) 技術と呼ぶ。

 最近では、CCUSにDAC等のネガティブエミッション技術も含めた概念として、「カーボンマネジメ
ント」という言葉もよく用いられるようになっている。

2

CCU/CR

CCS

CO2の回収源
• 火力発電所
• 産業集積地（コンビナート）
• 遠隔地の排出源（清掃工
場等）

• 大気（直接空気回収）
• バイオ燃料利用時に排出され
るCO2

出典：International Energy Agency 
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CCSの現状：具体的な事業化調査プロジェクトの選定

 2023年6月に、JOGMECは先進的CCSプロジェクトとして下表の7プロジェクトを選定
 貯留場所、回収源、CO2輸送手段の点で多様性に富んだプロジェクトが選定され、2026年
頃の投資決定、2030年からのCO2貯留開始を視野に入れた事業化調査が進められている。

 全て実現すれば、年間で1,300万トンのCO2を回収・貯留することが可能

3出典：資源エネルギー庁「CCS政策について」（2023年9月）, p18

現在実用化調査が進められている先進的CCSプロジェクト
貯留場所 回収源 輸送手段 貯留地点

北海道・苫小牧 製油所・火力発電所 パイプライン 陸域の枯渇油ガス田ま
たは海底下

東北・日本海側 製鉄所、セメント工場 船舶、パイプライン 海底下
東新潟 化学工場、製紙工場、

火力発電所
パイプライン 陸域の枯渇油ガス田～

海底下
首都圏 製鉄所他 パイプライン 海底下
九州北部・西部 製油所、火力発電所 船舶、パイプライン 海底下
マレーシア 製油所、化学工場他 船舶、パイプライン 海外 (マレーシア)
大洋州 製鉄所他 船舶、パイプライン 海外 (大洋州)
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CCS政策の動向：CCS事業法(仮称)の制定
 現状はCCS事業を対象とする法制度がなく、下記のような対応が必要
 事業者がCCSで地下の特定の地層を利用する権利を設定する必要性
 事業者が負う法的責任の範囲やその期間の明確化
 国内の貯留層を適正に管理する制度の整備
 CO2の国際輸送・貯留に必要なロンドン議定書による規定内容の担保

 来年の通常国会提出に向け、現在新法について下記のような議論が進められている。
 CO2の取り扱い：CO2を廃棄物ではなく有価物として位置付け; CO2の所有権の所在を明確化
 貯留事業：「貯留事業権」を新たに設定; 貯留後の保安・モニタリング責任の有限化とその期間の
設定

 輸送事業：輸送事業の届出制化; 輸送CO2の品質標準の設定
 分離回収事業：分離回収事業の届出制化; 輸送CO2の品質標準の設定
 土地の収用・使用：ごく一部の例外的な場合における土地の使用や収用に関する規定; CCSに必
要となる施設の建設に要する公共用の土地利用手続きの設定

 国際輸送・貯留：現在、ロンドン議定書第6条改正の暫定的適用を国際海事機関に寄託することで
海域でのCCSのためのCO2輸出が可能となるが、その寄託を行うための国内の法制度を整備

4出典：資源エネルギー庁「CCS事業法（仮称）のあり方について」 (2023年3月)
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事業法制定以降に想定される事業化に向けた課題
 貯留先の確保
 まずは国内、そして海外にも良好且つ十分な規模の貯留先を確保する必要がある。

 事業者に対するインセンティブの付与
 単純な追加費用となるCCSを持続的に行うには、CCSを行う事業者に対するインセンティブが必要であ
り、先行する諸外国においては、CAPEX支援 (補助金) とOPEX支援 (税制、カーボンプライス等)  
の双方を組み合わせた支援パッケージが採用されている。

 詳細な制度設計と合わせて予算措置も必要。

 コスト削減に向けた支援
 国内におけるCCS・CRハブの形成による規模の経済効果の活用
 現在進行中の先進的CCS事業の早期実現とその事業を通して得られる知見の活用

 国民理解の増進・パブリックアクセプタンスの確保
 先行する事例 (苫小牧実証試験) や諸外国におけるCCS導入に向けた取組の加速状況を随時情
報発信することで、CCSの意義や有効性、安全性に対する認識を高める。

 国際的なCCSに向けた体制作り
 受入国におけるCCS関連法規制整備支援、国際的なCCSに伴うクレジット事業の制度化

5
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(参考) 諸外国におけるCCS導入政策

 油田に対する増進回収法 (EOR) への適用を除き、CCSは政策的支援なしには持続可能
な事業を行うことが困難

 諸外国では、初期投資 (CAPEX) と操業費用 (OPEX) の双方に政策的支援が導入され
ている。

6

国名 CAPEX支援 OPEX支援 代表的プロジェクト
米国 直接補助金 実施量・目的に応じ税額控

除 (インフレ削減法で控除
額を拡充)

EORを中心に多くの案件が
稼働中

カナダ 直接補助金（連邦・州） 排出クレジット付与; 直接補
助金 (10年間)(アルバータ
州)

Quest (稼働中)

ノルウェー 直接補助金 排出クレジット付与 Sleipner (稼働中)
豪州 直接補助金制度があったが現

政権下では新規受付停止
排出枠の免除; 排出クレジッ
トの付与

Gorgon (稼働中)

英国 直接補助金 排出クレジット付与; 直接補
助金; 固定価格買取 (PL
輸送)

国内5か所でCCUSハブの創
設を検討中

出典：資源エネルギー庁「CCS長期ロードマップ検討会中間とりまとめ 参考資料」 (2022年5月)に加筆

諸外国におけるCCS事業の支援政策
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カーボンリサイクル (CR) 政策の動向

 2023年6月、「カーボンリサイクルロードマップ」が改正
 改正ロードマップは、2050年時点でのCR技術による循環利用ポテンシャルを年間1～2億トンと想定
 同ロードマップでは、具体的なCR技術の導入における産業間連携の類型やそのあり方に関するモデル
の提示とと共に、今後のCRの担い手としてのスタートアップ企業・研究機関の役割が整理されている。

7出典：資源エネルギー庁「カーボンリサイクルロードマップ」（2023年6月）, p8
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（参考）CR製品の事例（燃料）

8

 CR技術は、①燃料、②化学品、③鉱物化製品の3種類に大別される。燃料では、国際的な
規制の導入によって持続可能な航空用燃料（SAF）への活用が先行するとみられている。
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（参考）CR製品の事例（化学品）

9

 化学品ではポリカーボネートへの活用は既に商用化。今後はより汎用性が高く、再利用ポテ
ンシャルが大きい基礎化学品（オレフィン、芳香族）製造への適用が課題。
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（参考）CR製品の事例（鉱物化: mineralization）

10

 鉱物化製品は、燃料や化学品と異なり水素を必要としないこと、相対的に低コストであること
から、公共調達などを介した需要創出によって商用化が進むことが期待される。
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CR政策の課題

 技術開発・社会実装
 さらなるコスト開発を進めるための技術開発支援を進めると共に、CR製品にかかるコスト＝価値が受
容される社会的な機運も醸成する必要がある。

 産業間連携
 一定の規模感を持ったCRを行うにはCO2の排出者と利用者という異業種間の連携が不可欠
 目に見える形でCRを実現する先行的モデルケースを創設することで世間的な関心・資金を呼び込む
 産業間連携では大規模コンビナート内での連携が先行することが予想されるが、将来的には地方に
点在する排出源に対する脱炭素化策としてのCR技術導入モデルの検討も必要

 CRではCO2排出・利用事業者が異なるため、安定的なCRを行うためのCO2の需給調整やCO2の排
出・輸送・利用状況をライフサイクルで把握する「CO2マネジメント事業者」の役割の整理

 環境価値評価・国際展開
 CRによるCO₂排出抑制効果を適正に評価できる仕組み（標準化等）の構築に向け、同様の問題
関心を有する国や海外企業等との連携を強化。具体的な国際プロジェクトの組成。

 CR技術開発を行うスタートアップ企業や大学・研究機関間のネットワーク化の促進、人材育成支援
などCRの「担い手」の育成・拡大

11
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